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忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児福祉計画含む） 

に係る調査業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本要領は、忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児福祉計画含む）策定に

係る調査業務を委託するにあたり、忠岡町のニーズに即した事業を提供できる業者を公募型プロポーザル

方式により調達するために、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２． 概要 

（１）業務名称 

忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児福祉計画含む）策定に係る調査

業務委託 

（２）選定方式 

  公募型のプロポーザル方式により企画提案書を求め、提案内容、プレゼンテーション、提案価格等の

評価基準をもとに総合的に評価・審査し優先交渉権者を選定する。 

（３）業務内容 

別紙「忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児福祉計画含む）策定に係

る調査業務委託仕様書」のとおり 

（４）委託期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（５）委託費限度額 

３，２８９千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  

３．担当窓口 

  忠岡町 健康福祉部 福祉課 

  〒595-0805 

  大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目３４番１号 

  電  話： ０７２５－２２－１１２２ 

  ＦＡＸ：  ０７２５－２２－１１２９ 

   メール： tadaokafukushi@town-tadaoka.jp 

 

４．参加資格  

   公表日現在、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。 

（１）本町の物品・役務入札参加資格者名簿（令和７年度・令和８年度）において、役務サービスのうち

「データ分析・計画策定等支援業務」で登録されている者。  

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者。  

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立てまたは民事再生法（平成

11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者。 

（４）会社法（平成 17年法律第 86号）第 475条若しくは第 644条の規程に基づく清算の開始又は破産法

（平成 16年法律第 75条）第 18条若しくは第 19条の規程に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いない者。 
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（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に掲げる

暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものではないこと。  

（６）個人情報保護に万全を期すとともに、本委託の内容及び関連資料の内容を他に漏らし、若しくは本

委託の目的以外に使用してはならない。 

（７）令和７年４月１日現在において、地方公共団体が実施する本業務と同等又は類似した業務の履行実

績がある等、充分な業務遂行能力や適正な執行体制を有していること。  

（８）業務委託仕様書で定める委託業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有する

こと。また、本町の指示に柔軟に対応できること。 

（９）その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

 

５．スケジュール 

（１）実施要領等の公表  令和７年１０月２０日（月）  

（２）質問受付期間  令和７年１０月２０日（月）～１０月３１日（金） 

（３）参加表明受付期間 令和７年１０月２０日（月）～１１月５日（水） 

（４）質問回答 令和７年１１月４日（火）  

（５）企画提案書類等受付 令和７年１１月４日（火）～１１月１４日（金） 

（６）プレゼンテーション（審査）  令和７年１１月１８日（火）  

（７）選考審査結果通知  令和７年１１月下旬予定  

（８）契約締結時期  令和７年１２月上旬予定  

 

６．質問書の提出及び受付 

（１）質問書の提出 

（ア）提出期限  令和７年１０月３１日（金）午後５時 

（イ）提出書類  質問書【様式第２号】 

（ウ）提出方法  電子メールにて送付すること。なお、件名は「忠岡町第５次障がい者計画・第８期

障がい福祉計画（第４期障がい児福祉計画含む）策定に係る調査業務委託に係る質問

書」とすること。また、質問書を提出したときは、事故防止のため、必ず電話で提出

した旨を連絡すること。 

（２）質問への回答 

（ア）回答期日  令和７年１１月４日（火）午後５時 

（イ）回答方法  質問書を提出したすべての業者にメールにて送付し、ホームページにおいて公開す           

る。 

 

７．参加表明書の提出 

 （１）提出期限 

    令和７年１１月５日（水）午後５時 
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 （２）提出書類について 

    参加表明書【様式第１号】（正本１部） 

 （３）提出方法 

持参又は郵送。なお、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。 

 （４）参加辞退について 

参加表明書の提出後、参加を辞退する場合、令和７年１１月１４日（金）午後５時までに参加

辞退届【様式第３号】を提出すること。※参加辞退届提出後は、辞退を撤回できないものとす

る。なお、提出期限までに企画提案書類等の必要書類が提出されない場合は、参加を辞退したも

のとする。 

 

８．企画提案書類等の提出 

（１）提出期限 

  令和７年１１月１４日（金）午後５時 

（２）提出書類について 

 （ア）企画提案書（正本１部、副本５部） 

   ※「（３）企画提案書について」に従い、作成すること。 

 （イ）見積書（正本１部、副本５部） 

    ※消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載し、企画提案の内容に基づいた各経費の内訳、積算

根拠を記載すること。なお、「２．概要（５）委託費限度額」に示す額を超える場合は失格と

する。 

 （ウ）会社概要（４部） 

    ※様式は問わないが、会社の規模、業務内容等が分かるもの。 

（３）企画提案書について 

仕様書の業務内容を踏まえ、以下（ア）～（ウ）の内容及び順番に従い記載した企画提案書を作

成すること。また、様式は問わないが、「（４）注意事項」に配慮すること。 

（ア）共通事項 

①アンケート調査実施にあたっての必要な視点 

忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児福祉計画含む）を策定する

にあたって、アンケート調査を実施する基本的な視点を提示してください。 

   ②業務執行体制（担当予定者） 

本業務を受託した場合の業務執行体制を記載してください。また、担当予定者の主要業務実績

（現在の担当業務を含む。）についても記載してください。なお、企画提案書に記載した担当者

は、原則として変更できないものとします。 

   ③業務実績 

過去３年間及び令和６年度において、地方自治体から受託した障がい福祉に関する調査や計画

策定業務の実績について記載してください。また、その経験から業務に活かせることがあれば記載

してください。 

（イ）個別事項 

  ①アンケート調査の基本的な考え方 

②実施スケジュール 

③障がい福祉制度の趣旨、国の指針等を踏まえた障がい者（児）の実態調査を行い、その内容を取 
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り入れる際の手法や考え方 

④その他独自提案（任意） 

（ウ）参考提案 

   令和８年度に予定している忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児福

祉計画含む）策定の支援業務は、令和７年度の本委託業務と関連が深い内容であるため、一連の業務

として継続して委託を行う予定であるが、令和８年度については、予算の成立を条件とし、令和７年

度の委託業務の実績等を踏まえて判断することとする。（令和７年度の受託をもって、令和８年度の

委託契約の締結を保証するものではありません。） 

そのため、参考提案として、忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児

福祉計画含む）の策定支援について、下記事項を参考の上、提案書を作成してください。 

Ⅰ計画策定支援の予定業務内容 

①忠岡町施策推進協議会の運営支援（４回程度） 

②会議への参加、並びに関連資料の作成支援 

③パブリックコメントの実施支援 

④計画骨子案、計画素案、計画案、の作成 

⑤計画書の作成、印刷、納品 

（ⅰ）計画書 100部（Ａ４判・１色刷 約 120頁） 

（ⅱ）計画書版下及び電子データ 

（ⅲ）その他関連資料一式 

⑥その他 

Ⅱ参考提案事項 

①検討すべき内容 

②検討において必要と思われる資料 

③議論の方向性とその方法 

④その他独自提案（任意） 

⑤見積書 

（４）注意事項 

（ア）企画提案書等は、すべてＡ４判縦、左横書きで統一し、左２点綴じとすること。なお、既存の

文書（既作成物、会社パンフレットなど）は、これ以外の様式も可とする。 

（イ）企画提案書等は、原則両面印刷、15ページ以内（表紙は除く。）とすること。 

（ウ）見やすくするためのインデックス又は仕切り紙等の使用は可とする。なお、仕切り紙はページ

数に含まない。 

（エ）審査はプレゼンテーションの参加者名を伏せて行うため、副本の表紙、目次、本文等には、 社

名、社名を想起させるロゴ・イラスト等を記載しないこと。 

（５）提出方法 

持参又は郵送。なお、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。 

 

８．審査について  

（１）プロポーザルの審査 

本町が別に定める「忠岡町第５次障がい者計画・第８期障がい福祉計画（第４期障がい児福祉計画含

む）策定に係る調査業務委託プロポーザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、提出
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された企画提案書等の書類の審査及び企画提案についてのヒアリング等を行い、審査基準に基づいて採

点した結果、最も高い評価を得た提案を決定する。  

（２）プレゼンテーションの実施 

（ア）開催日時  令和７年１１月１８日（火）予定 

（イ）提案者は、審査基準に沿ってプレゼンテーションを行うこと。  

（ウ）プレゼンテーションは、届出順とし、時間は参加表明書に記載されている連絡担当者に電話で

連絡する。 

（エ）プレゼンテーションは、本業務の担当者又は責任者が行うこと。また、提案者からのプレゼン

テーションの出席者は、３名までとする。  

（オ）プレゼンテーションの時間は、１者あたり約 20分とし、その後、選定委員会委員からの質疑応

答（10分程度）を行う。  

（カ）プレゼンテーションは、提出書類を用いて行うこと。なお、追加資料の提出及び配布は認めな

い。 

（３）審査基準及び配点について 

  別紙「審査基準」を参照すること。 

（４）優先交渉権者の選定 

別紙「審査基準」に基づき選定委員会において審査し、全選定委員の合計評価点数が合計評価点数の

６割以上の者で、合計評価点数が最も高かった提案者を優先交渉権者として選定する。ただし、最高得

点者が複数あった場合は、選定委員会の議決により優先交渉権者を選定する。  

（５）審査結果の通知 

審査結果は参加申込者全員に文書で通知する。また、本町ホームページにおいて公表する。 

※ 選考の理由、選考結果に対する問い合わせや異議等には一切応じない。  

（６） 企画提案者の失格  

企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（ア）「４．参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（イ）提出書類等に虚偽の記載があり、選定委員会が失格と認めた場合 

（ウ）審査の公平性を害する行為があり、選定委員会が失格と認めた場合 

（エ）企画提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至り、選定委員会が失格と認め

た場合 

（オ）企画提案にあたり著しく信義に反する行為があり選定委員会が失格と認めた場合 

（カ）その他不正行為があった場合 

（７）提案者が１者のみの場合の取り扱い 

提案者が１者のみの場合であっても、審査は実施する。この場合は別紙「審査基準」に基づき選定委

員会が提出書類とプレゼンテーションを総合的に審査し、評価得点の総合計が６割以上の得点となった

場合に、優先交渉権者として選定する。  

 

９．企画提案に関する経費  

企画提案に関する必要経費は、企画提案者の負担とする。 

 

１０．プロポーザルの中止等  
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   やむを得ない理由などにより、プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止または

取り消す場合がある。 

 

１１．契約について  

優先交渉権者選定後、担当課が必要と判断した場合には、企画提案の内容について協議を行うことと

する。その場合は、協議が整い次第、速やかに契約締結の手続を行うものとする。 

なお、契約の際には、改めて見積書を提出するものとする。 

また、優先交渉権者と本町との間で協議が整わない場合、又は、優先交渉権者が委託事業を遂行する

ことが困難となる場合は、原則として次点優先交渉権者と協議を行うこととする。 

 

 

１２．その他  

（１）提出された書類は、返却しない。 

（２）審査経過や結果へのいかなる問い合わせへは応じない。 

（３）このプロポーザルに関する情報公開請求があった場合は、忠岡町情報公開条例（平成 11年４月１

日条例第８号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

（４）本要領に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 


